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新
羅
の
官
位
制
度
に
つ
い
て
、
「
一
一
一
国
史
記
」
燗
一
一
一
雑
志
七
職
官
上
（
以
下

職
官
志
上
と
略
記
す
る
）
は
、
儒
理
王
九
年
、
十
七
等
左
設
く
と
云
い
、
次

の
十
七
等
を
挙
げ
る
。
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以
上
が
「
三
国
史
記
」
職
官
志
が
伝
え
る
官
位
記
事
で
あ
る
。
受
で
京
・

外
両
官
位
の
存
在
、
両
官
位
の
成
立
年
次
、
両
官
位
の
相
互
関
係
、
京
位
の

特
殊
位
二
階
と
十
七
等
階
が
判
る
。
但
、
こ
れ
が
新
羅
官
位
制
の
全
貌
で
は

無
い
し
、
直
に
認
め
難
い
も
の
で
あ
る
。
先
ず
、
儒
理
王
九
年
に
京
位
十
七

（
１
）

階
が
設
け
ら
れ
た
と
認
め
る
老
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
に
「
一
二
国
史
記
」

◎
ｏ
◎
◎

職
官
志
は
誤
脱
が
多
い
。
受
に
一
例
を
示
す
と
、
外
位
の
中
、
一
伐
と
彼
日

法
政
史
学
第
二
十
二
号

亦
、
同
職
官
志
上
は
、

。
大
角
千
。
鰄
鮠
沃
鋳
大
宗
王
七
年
。
滅
百
濟
論
功
。
授
大
将
軍
金
庚
信
大
角

千
。
於
前
十
七
位
之
上
加
之
。
非
常
位
也
。

・
太
大
角
干
。
鰄
露
駄
決
文
武
王
八
年
。
減
高
句
麗
。
授
留
守
金
庚
信
。
以
太

大
角
千
。
賞
其
元
謀
也
。
於
前
十
七
位
及
大
角
干
之
上
加
此
位
。
以
示
殊

尤
之
禮
。

と
二
条
を
加
え
る
。
さ
ら
に
、
職
官
志
下
に
は
外
位
と
し
て
、

文
武
王
十
四
年
。
以
六
徒
・
真
骨
出
居
。
然
王
京
・
九
州
。
別
榊
官
名
。

其
位
視
京
位
。

と
云
い
、
次
の
如
く
、
外
位
及
び
相
当
京
位
を
挙
げ
る
。
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一
一
ハ

。
◎

の
間
に
一
尺
が
欠
け
て
い
る
如
き
で
あ
る
。
即
ち
、
職
官
志
下
の
文
武
王
十

三
年
の
百
済
降
人
に
対
す
る
内
（
京
）
位
・
外
位
授
位
の
相
当
基
準
を
伝
え

る
中
に
、

。
◎

・
・
・
…
外
官
。
貴
千
本
達
率
。
…
…
千
本
杼
率
。
｜
伐
本
奈
率
。
一
尺
本
将

徳
。

。
。

と
、
一
伐
の
下
に
一
尺
な
る
外
位
を
置
い
て
い
る
。
》
」
れ
は
同
条
、
京
位
授

位
に
、…
…
舎
知
本
打
率
。
瞳
本
奈
率
。
大
鳥
本
将
徳
。

（
の
色
）

と
み
陰
え
、
百
済
官
位
十
六
品
と
し
て
職
官
志
下
に
引
く
、
「
北
史
」
記
事
が
、

…
…
四
品
杼
率
。
五
品
奈
率
。
六
品
将
徳
。
七
品
施
徳
。
。
…
：

◎
◎

と
す
る
如
く
、
一
尺
が
百
済
官
位
将
徳
を
介
し
て
京
位
大
鳥
に
対
応
す
る
外

位
た
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
万
全
を
期
す
る
た
め
に
、

奈
率
に
与
え
ら
れ
た
京
位
瞳
に
つ
い
て
略
記
し
て
ふ
る
。

瞳
に
つ
い
て
は
、
職
官
志
上
大
日
任
典
の
項
に
、

瞳
六
人
。
…
…
位
與
調
府
史
同
。

と
、
亦
、
職
官
志
下
武
官
の
項
に
、

着
衿
監
。
…
…
位
自
瞳
至
奈
麻
為
之
。

と
出
て
来
る
。
即
ち
、
瞳
が
職
名
。
位
階
と
し
て
併
用
さ
れ
て
い
る
。
職
名

瞳
は
調
府
洩
鮴
兵
部
史
に
同
じ
と
す
る
か
ら
、
そ
の
相
当
位
階
を
先
沮
知
、
く

大
舎
と
す
る
。
こ
れ
は
他
の
例
か
ら
考
え
て
、
京
位
瞳
が
先
沮
知
ｌ
大
舎
の

（△４）

或
る
位
階
で
あ
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
然
Ｊ
も
、
職
宮
士
心
上
は
古
官
家
典
の

職
名
瞳
に
、
「
一
云
稽
知
。
」
と
註
記
す
る
。
こ
れ
は
京
位
喧
氷
〉
稽
知
と
云

い
得
る
こ
と
を
示
す
。
従
っ
て
、
瞳
Ⅱ
稽
知
Ⅱ
吉
士
（
吉
次
）
た
る
こ
と
を

〔
（
⑥
）

知
る
。
と
す
れ
ば
、
百
済
人
授
位
の
一
昂
・
外
両
位
は
順
次
対
応
し
て
、
一
尺
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屯
亦
、
大
鳥
に
対
応
す
る
こ
と
最
早
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
職
官
志

の
脱
漏
で
あ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
外
位
が
一
吉
渡
に
相
当
す
る
嶽
干
か

ら
、
順
次
一
階
毎
に
対
応
し
て
十
一
階
有
っ
た
こ
と
を
知
る
。
亦
、
百
済
人

授
位
条
、
百
済
官
位
頃
と
の
矛
盾
も
諒
解
さ
れ
る
。

以
上
、
「
三
国
史
記
」
職
官
志
が
伝
え
る
官
位
記
事
の
不
完
全
さ
を
、
同

じ
職
官
志
の
記
事
に
依
っ
て
例
証
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
峨
官
志
記
事
の
詳
細

な
る
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
新
羅
官
位
制
も
亦
、
別
途
に
考
察
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
明
白
で
あ
る
。

註

（
１
）
「
三
国
史
記
」
羅
紀
儒
理
王
九
年
条
参
照
。
同
書
紀
年
で
は
西
暦

一
一
三
年
、
全
く
の
伝
説
時
代
で
あ
る
。

（
２
）
職
官
志
下
は
百
済
官
位
を
「
北
史
」
か
ら
抄
出
し
て
い
る
。
従
っ

て
、
違
っ
て
は
い
な
い
が
、
「
北
史
」
の
記
事
と
は
異
っ
て
い
る
。

「
北
史
」
列
伝
八
二
・
百
済
伝
参
照
。

（
３
）
職
官
志
上
調
府
項
・
兵
部
項
。

（
４
）
例
え
ば
、
職
名
大
舎
の
相
当
京
位
は
舎
知
ｌ
奈
麻
、
同
舎
知
は
、

舎
知
ｌ
大
舎
の
如
き
で
あ
る
。
職
官
志
上
調
府
大
舎
条
・
同
調
府

舎
知
条
参
照
。
こ
れ
は
調
府
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

（
５
）
末
松
保
和
著
「
新
羅
史
の
諸
問
題
」
所
収
「
新
羅
瞳
停
考
」
Ｐ
Ⅶ

ｌ
川
参
照
。

前
述
の
如
く
、
「
三
国
史
記
」
は
職
官
志
に
京
位
十
七
等
の
設
置
を
儒
理

壬
九
年
（
三
二
）
と
す
る
。
亦
、
同
書
羅
紀
儒
理
王
九
年
春
条
も
同
様
記
事

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
以
っ
て
、
直
に
十
七
等
京
位
の
成
立
と
は
認
め
難

い
。
周
知
の
如
く
、
伝
説
時
代
で
あ
り
、
儒
理
王
に
仮
託
さ
れ
た
伝
承
記
事

に
過
ぎ
な
い
。
真
興
王
巡
狩
碑
の
一
、
「
昌
寧
胤
兇
（
五
六
一
年
建
立
）
に

は
従
駕
し
た
人
名
を
列
挙
す
る
が
、
そ
の
一
一
・
一
一
一
例
を
挙
げ
る
と
、

。
。
ｏ

沙
曝
刀
下
智
及
尺
干
◎
。
。

漢
城
軍
主
曝
竹
夫
智
沙
尺
干
。
。
。

西
阿
郡
使
大
等
唆
北
只
智
大
奈
末

。
◎

村
主
牟
聡
智
述
干

の
如
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
上
州
行
使
大
等
（
職
名
）
・
沙
曝
（
部

◎
。
◎

名
）
・
宿
欣
（
人
名
）
・
智
（
尊
称
）
・
及
尺
千
（
官
位
名
）
の
順
序
で
あ

る
。
人
名
の
下
に
附
す
る
の
が
官
位
名
た
る
こ
と
は
、
大
奈
末
・
述
千
と
既

に
前
掲
し
た
職
官
志
汪
．
に
ゑ
え
る
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
諒
解
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
然
も
、
判
読
可
能
な
る
も
の
、
大
一
伐
干
（
Ｃ
・
一
伐
干
（
｜
）
・

一
尺
干
（
四
）
・
匝
干
（
二
）
・
一
吉
干
（
一
）
・
沙
尺
干
（
八
）
・
及
尺
千
（
六
）
・

大
奈
末
（
一
一
一
）
・
奈
末
（
一
一
一
）
・
大
舎
（
二
）
・
述
干
（
二
）
で
あ
る
。
即
ち
、

京
位
十
階
と
外
位
一
階
が
確
認
さ
れ
る
。
髪
に
挙
げ
る
一
伐
千
・
一
尺
千
が

（
２
）

「
一
二
国
史
記
」
羅
紀
の
伝
説
時
代
に
現
わ
れ
る
性
格
の
官
名
で
な
い
こ
と
は
、

（
３
）

そ
の
員
数
に
よ
っ
て
、
亦
、
大
捺
鍬
・
大
全
戸
が
職
名
で
な
い
こ
と
も
、
そ
の

◎

記
載
方
法
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。
尚
、
愛
に
見
え
る
一
伐
干
は
、
伊
伐
浪

ｏ

を
「
一
一
一
国
史
記
」
羅
紀
沽
解
王
九
年
九
月
条
に
一
伐
波
と
記
す
る
如
く
、
伊

Ｃ
ｏ

ｏ
。

Ⅱ
｜
の
通
音
借
字
、
千
が
他
の
用
例
の
如
く
、
波
珍
浪
Ⅱ
破
彌
千
、
一
吉
渡

。

Ⅱ
乙
吉
千
と
、
渡
Ⅱ
千
（
三
目
）
に
依
る
か
ら
、
伊
伐
波
で
あ
る
。
同
様

に
一
尺
千
Ⅱ
伊
尺
渡
、
逝
干
Ⅱ
匝
渡
、
｜
吉
千
Ⅱ
一
吉
渡
、
沙
尺
干
Ⅱ
沙
尺

渡
で
あ
る
。
沙
尺
渡
Ⅱ
沙
渡
た
る
こ
と
は
、
伊
尺
渡
Ⅱ
伊
渡
、
阿
尺
渡
Ⅱ
阿

一
七
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以
上
、
十
七
階
中
、
十
二
階
を
四
碑
に
認
め
得
る
。
さ
ら
に
、
特
筆
す
べ

き
は
大
一
伐
干
（
大
角
千
）
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
を
追
加
す
れ
ば
、
京
位

全
十
九
階
中
、
十
三
階
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
大
一
伐
干
に
つ
い
て

法
政
史
学
第
二
十
二
号

Ｃ
Ｏ

渡
と
同
じ
略
記
方
法
に
依
る
。
及
尺
千
は
級
渡
に
通
ず
。
及
Ⅱ
級
は
房
の
ｇ

ｏ

で
あ
る
。
及
尺
千
の
尺
が
伏
・
伐
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
伐
は
囿
日
（
村

（
５
）

邑
）
で
あ
り
、
伏
は
句
・
丙
で
あ
る
。

狐
て
、
「
昌
寧
碑
」
に
依
っ
て
、
遅
く
と
も
五
六
一
年
以
前
に
は
、
職
官

志
に
記
す
る
京
位
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
じ
く
真
興
王
代
の
建

立
で
あ
る
「
黄
草
嶺
碑
」
「
磨
雲
嶺
碑
」
（
共
に
五
六
八
）
、
「
北
漢
山
碑
」

（
五
六
八
以
後
）
に
は
、
さ
ら
に
多
数
の
人
名
・
京
位
が
認
め
ら
れ
る
。
次

に
前
記
四
碑
に
み
え
る
京
位
名
を
整
理
す
る
と
、
左
表
の
如
く
で
あ
る
。

0０へ。●、Ｃ、ＰＣＰ【。傍

尊’亘汁罵崗曲諏汁
ロル国辱刀汗ＺＨＦ

瀞誌静鯨静蹄騨静．+Ｉ

則
向
一
ｍ
一
洲
一
剛
一
片
一
一
列
白
一
血
一
鮒
一
珊
一
詩

○○ ○○○○

○ ○ ○

○ ○○○

○○

弓岳勗匡届旨巨=①

彫÷汁叶、し汁うＭ汁湾
訓Ｆ:Ｆ

ＥＰ卯加汁杏ロレ覇覇騨

○○○○

○○○○ ○

○○○○○○

○○○

は
後
述
す
る
。

右
、
四
碑
は
、
亦
、
殆
ど
同
時
代
に
属
す
る
故
、
同
一
人
名
を
含
ん
で
い

る
。
例
え
ば
、

。
。

未
智
大
奈
末
（
北
漢
山
碑
）

。
。
ｌ

未
知
一
大
一
奈
末
（
黄
草
嶺
碑
）

の
如
き
で
あ
る
。
特
に
位
階
の
上
昇
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、

△
△
◎
。
◎

碑
利
城
主
塚
福
登
智
沙
尺
干
（
昌
寧
碑
）

△
△
。
。
◎

曝
部
服
冬
知
大
阿
干
（
黄
草
嶺
碑
）

の
如
く
で
あ
る
。
略
と
八
年
間
で
一
一
一
階
昇
身
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
三
国

史
記
」
羅
紀
真
興
王
紀
と
校
合
す
る
と
、
「
磨
雲
嶺
碑
」
に
見
え
る
居
北
夫

◎
。
。
Ｃ
ｏ

ｏ
ｏ

智
伊
干
は
大
阿
渡
居
柴
夫
（
一
ハ
年
七
月
条
）
、
「
昌
寧
碑
」
の
武
力
智
迩
干

◎
。

◎
。
◎
。
◎

は
阿
波
武
力
（
一
四
年
七
月
条
）
、
同
碑
の
春
夫
智
大
奈
末
は
阿
波
春
賦
（
一
一

六
年
八
月
条
）
と
散
見
さ
れ
る
。
既
に
真
興
王
代
官
位
制
と
し
て
確
立
さ
れ

て
い
た
こ
と
、
最
早
、
疑
う
余
地
は
無
か
ろ
う
。
少
く
と
も
、
吉
士
以
上
の

京
位
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

。
。

今
、
註
記
す
べ
き
占
い
は
、
前
記
す
る
如
く
、
「
昌
寧
碑
」
に
屈
珍
智
大
一

◎
◎

伐
干
が
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
名
は
「
一
一
一
国
史
記
」
蜷
四
居
柴
夫
伝
ｏ

中
、
真
興
王
一
一
一
年
（
五
五
一
）
の
高
句
麗
攻
略
軍
将
軍
の
一
人
、
仇
珍
大

。
ｏ

角
浪
に
当
る
。
仇
Ⅱ
屈
は
通
音
借
字
で
あ
る
。
籾
て
、
真
興
王
に
従
っ
た
者

と
し
て
碑
文
に
現
わ
れ
る
か
ら
、
大
角
千
位
が
真
興
王
代
に
あ
っ
た
こ
と
は

事
実
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
「
三
国
史
記
」
に
は
、
職
官
志
上
は
前
述

。
。
。

（
６
）

の
如
く
、
羅
紀
も
武
烈
王
二
年
一
○
月
条
の
大
角
浪
金
庚
信
以
前
に
は
大
角

千
左
見
出
出
来
な
い
。
こ
れ
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
。
「
三
国
史
記
」
の

脱
漏
・
誤
記
と
す
る
こ
と
可
能
で
あ
る
が
、
列
伝
に
仇
珍
大
角
渡
を
採
録
し

一

八
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て
い
る
か
ら
過
失
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
両
者
を
矛
盾
な
く
勘
案
し
て
、
次

の
如
く
解
し
て
お
く
。
即
ち
、
大
角
千
位
は
未
だ
真
興
王
代
に
は
官
位
と
し

て
固
定
せ
ず
、
角
千
位
の
至
上
者
に
与
え
ら
れ
た
尊
称
で
あ
っ
た
が
、
武
烈

王
七
年
（
六
六
○
）
の
百
済
攻
略
の
功
労
者
金
庚
信
に
叙
す
る
に
当
り
、
十

七
等
階
の
上
位
に
一
階
と
し
て
位
置
付
け
た
と
。
以
上
の
如
き
説
明
を
付
す

る
理
由
を
挙
げ
る
と
、
「
昌
寧
碑
」
と
職
官
志
上
の
間
、
即
ち
、
約
一
世
紀

間
、
一
例
も
見
出
し
得
ず
、
字
義
か
ら
も
一
階
を
別
つ
必
要
を
認
め
な
い

（
７
）

し
、
後
述
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
陦
書
」
以
下
に
も
大
角
千
位
は
欠
け
て
い

（
８
）

ろ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
武
烈
王
七
年
以
後
も
十
七
等
階
と
異
る
位
階
で

あ
っ
た
。
即
ち
、
羅
紀
に
見
出
さ
れ
る
の
は
金
仁
問
・
大
瞳
と
金
庚
信
の
承

（
９
）

で
あ
る
。
こ
れ
が
単
な
る
位
階
で
は
な
く
、
職
官
士
心
上
云
う
如
く
、
非
常
位

た
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
尚
、
愛
で
太
大
角
干
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

（
、
）

太
大
角
千
位
に
関
し
て
は
職
官
士
心
上
・
羅
紀
共
に
一
致
し
て
、
文
武
王
八
年

（
六
六
八
）
に
金
庚
信
叙
位
を
懸
け
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
に
太
大

角
千
位
を
見
出
し
得
な
い
し
、
亦
、
以
後
も
早
い
例
と
し
て
、
金
仁
間
へ
の

（
ｕ
）

贈
位
が
孝
昭
王
代
に
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
一
応
職
官

志
上
の
記
載
を
認
め
る
し
か
な
い
。
殊
尤
の
礼
を
示
す
非
常
位
た
る
こ
と
云

う
ま
で
し
な
い
。

以
上
、
大
角
千
位
は
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
十
三
階
が
見
出
さ
れ
、
京
位

体
系
が
遅
く
と
も
六
世
紀
中
葉
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
立
証
し
得
た
。
で

は
、
そ
の
京
位
体
系
は
何
時
設
置
さ
れ
た
の
か
。
亦
、
新
羅
官
位
制
の
創
設

は
何
時
か
。
当
然
な
が
ら
、
こ
れ
に
先
行
す
る
新
羅
の
政
治
的
変
革
が
予
測

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
受
に
、
所
謂
中
古
の
著
し
い
発
展
が
指
摘
さ
れ

る
。
即
ち
、
法
興
王
代
の
南
境
拓
定
・
任
那
併
合
に
よ
る
版
図
の
拡
大
で
あ

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

（
、
）

ろ
。
こ
れ
が
国
内
機
構
の
再
編
成
を
促
し
、
例
拳
す
る
土
生
で
Ｊ
も
な
く
、
法
興

（
過
）

（
ｕ
）

王
四
年
の
兵
部
・
同
一
八
年
の
上
大
等
と
、
後
世
に
王
権
を
支
鯵
え
た
中
枢
組

織
の
出
現
を
ふ
る
。
特
に
、
絶
え
て
久
し
き
対
支
那
外
交
の
再
開
が
指
摘
さ

れ
る
。
即
ち
、
「
梁
書
」
総
唖
噸
鯏
雛
新
羅
伝
に
、

普
通
一
一
年
。
王
募
名
秦
始
使
。
使
随
百
濟
奉
献
方
物
。

と
云
う
。
法
興
王
八
年
（
五
二
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
亦
、
「
三
国
史
記
」

羅
紀
法
興
王
七
年
正
月
条
は
、

頒
示
律
令
。
始
制
百
官
公
服
。
朱
紫
之
秩
。

と
記
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
同
書
華
一
一
一
雑
志
一
一
色
服
条
は
、

…
…
法
興
王
。
始
定
六
部
人
服
色
。
尊
卑
之
制
。

と
云
い
、

。
法
典
王
制
。
自
大
大
角
干
至
大
阿
波
。
紫
衣
。
阿
波
至
級
渡
。
緋
衣
。
並

牙
笏
。
大
奈
麻
・
奈
麻
。
青
衣
。
大
舎
至
先
沮
知
。
黄
衣
。

・
伊
渡
・
匝
渡
。
錦
冠
。
波
珍
渡
・
大
阿
波
・
衿
荷
。
緋
冠
。
上
堂
・
大
奈

麻
・
赤
位
大
舎
。
組
櫻
。

と
説
明
す
る
。
今
、
そ
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
は
止
め
る
が
、
明
か
に
法
興

王
代
が
新
羅
の
転
換
期
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。
然
も
、
梁
と
の
接
触
が
新
羅

の
新
体
制
移
行
を
促
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
法
興
王
代
に
、
四
碑
に
現
わ

れ
る
京
位
体
系
の
前
身
を
求
め
る
こ
と
可
能
で
あ
り
、
官
位
制
の
創
設
時
を

（
嘔
）

究
明
す
る
こ
と
可
能
で
あ
ろ
う
。
略
と
六
世
紀
初
頭
で
あ
る
。
次
節
に
法
典

王
代
の
官
位
制
を
論
証
す
る
。

註

（
１
）
真
興
王
代
の
四
碑
に
つ
い
て
は
、
「
朝
鮮
金
石
総
覧
」
上
、
「
金

石
遺
文
」
に
依
っ
た
。
但
、
判
読
に
当
っ
て
は
、
今
西
龍
署
「
新

一

九
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法
政
史
学
第
二
十
二
号

羅
史
研
究
」
所
収
の
「
新
羅
真
興
王
巡
狩
管
境
碑
考
」
、
末
松
保

和
著
「
新
羅
史
の
諸
問
題
」
所
収
の
「
真
興
王
磨
雲
嶺
碑
の
発
見
」

に
よ
っ
て
校
合
し
た
。

（
２
）
即
ち
、
羅
紀
第
一
ｌ
第
三
の
部
分
に
み
え
る
、
委
以
政
事
・
兼
知

内
外
兵
馬
事
の
如
き
職
掌
を
内
包
す
る
伊
伐
喰
・
伊
渡
。
こ
れ
等

は
同
時
に
並
立
し
て
い
な
い
。

（
３
）
職
名
と
し
て
、
大
奈
麻
は
職
官
志
上
六
部
少
監
典
に
、
大
舎
は
同
、

調
府
等
に
、
各
を
見
え
る
。

（
４
）
大
奈
麻
（
大
奈
末
）
の
例
は
本
文
に
示
す
如
く
、
大
舎
の
場
合
も
、

「
書
人
、
沙
曝
、
等
智
、
大
舎
」
と
現
わ
れ
る
。

（
５
）
「
三
国
史
記
」
職
官
志
上
参
照
。
尚
、
今
西
龍
前
掲
書
。

（
６
）
羅
紀
は
武
烈
王
七
年
に
は
金
原
信
叙
位
を
載
せ
な
い
。
こ
の
点
も
、

相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
。

。

（
７
）
京
位
名
中
、
大
一
伐
干
↓
一
伐
干
の
関
係
と
同
様
な
も
の
に
、
大

◎
。

◎

阿
波
↓
阿
波
・
大
奈
麻
↓
奈
麻
・
大
舎
↓
舎
知
・
大
鳥
↓
小
鳥
が

あ
る
。
従
っ
て
、
他
の
京
位
名
も
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

こ
れ
ら
が
分
離
成
立
し
た
過
程
は
、
他
の
京
位
よ
り
遅
い
と
み
て

よ
い
し
、
髪
に
挙
げ
る
京
位
の
分
離
も
時
期
的
に
一
致
し
て
い
な

い
。

（
８
）
尚
、
「
階
書
」
巻
八
一
列
伝
第
四
八
東
夷
新
羅
伝
は
「
其
官
有
十

七
等
。
其
一
日
伊
罰
干
。
貴
如
相
国
。
次
伊
尺
干
…
…
」
と
記
す

る
。
即
ち
、
伊
伐
渡
が
最
上
位
で
あ
り
、
そ
の
上
階
の
存
在
は
否

定
的
で
あ
る
。

（
９
）
文
武
王
七
年
八
月
・
同
八
年
六
月
・
同
一
○
月
・
同
九
年
の
各
条
。

然
ら
ば
、
法
興
王
代
の
官
位
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
髪
に
「
梁

書
」
が
前
掲
し
た
朝
貢
記
事
に
懸
け
て
説
明
す
る
一
文
が
あ
る
。
即
ち
、

其
官
名
有
子
賞
旱
支
・
齊
旱
支
・
謁
早
支
・
萱
告
支
・
奇
貝
旱
支
。

の
記
事
で
あ
る
。
尚
、
「
南
史
」
で
は
済
旱
支
の
前
に
壱
旱
支
を
加
え
、
壱

Ｃ
ｏ

Ｃ
ｏ
ｏ

告
支
を
壱
吉
支
と
す
る
。
さ
ら
に
、
推
量
す
れ
ば
、
壱
吉
支
は
壱
吉
旱
支
の

脱
漏
に
よ
る
誤
記
で
あ
ろ
う
。

狐
て
、
髪
に
六
等
級
の
官
位
名
ら
し
き
も
の
が
み
え
る
が
、
既
に
研
究
あ

（
１
）

る
如
く
、
前
掲
の
京
位
の
各
と
に
対
応
し
て
い
る
。
即
ち
、

二
○

．

尚
、
他
史
料
で
は
、
「
聖
徳
王
神
鐘
銘
」
中
に
み
え
る
「
上
相
大

。
◎

角
干
臣
金
畠
」
の
如
き
例
が
あ
り
、
全
く
他
に
な
い
訳
で
は
な
い
。

（
Ⅲ
）
文
武
王
八
年
一
○
月
条
。

（
、
）
「
一
一
一
国
史
記
」
巻
四
四
・
金
仁
間
伝
、
尚
、
「
三
国
史
記
」
は
他

に
例
を
残
さ
な
い
。

（
皿
）
「
一
一
一
国
史
記
」
羅
紀
法
興
王
十
一
年
九
月
・
同
十
九
年
の
各
条
。

同
書
巻
一
一
一
三
雑
志
一
一
一
地
理
一
良
州
金
海
小
京
条
・
同
康
州
威
安
郡

条
。

（
週
）
「
三
国
史
記
」
羅
紀
法
興
王
四
年
四
月
条
・
同
職
官
志
上
兵
部
条
。

（
ｕ
）
「
三
国
史
記
」
羅
紀
法
興
王
一
八
年
四
月
条
・
同
職
官
志
上
上
大

等
条
。

（
焔
）
法
興
王
（
五
一
四
’
五
四
○
）
・
真
興
王
（
五
四
○
’
五
七
六
）

の
治
世
で
あ
る
。

■■■■■

■■■■■■
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と
な
る
。
こ
れ
ら
が
旧
表
記
法
に
よ
る
官
位
名
た
る
こ
と
、
次
の
京
位
十
七

階
の
直
接
の
前
身
た
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
亦
、
法
興
王
時
代
に
あ
っ
た
官

位
た
る
こ
と
も
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
官
位
名
を
単
に
表
記
法

の
違
い
の
ゑ
で
説
明
す
る
こ
と
不
十
分
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
年
代
的
差

異
は
云
う
に
及
ば
ず
、
内
容
的
に
も
相
異
す
る
面
が
あ
る
。
依
っ
て
、
以
下
、

両
者
を
対
比
考
察
し
て
ふ
る
。
今
、
「
梁
書
」
「
南
史
」
に
ふ
え
る
方
を
旧

官
位
、
「
三
国
史
記
」
以
下
に
挙
げ
る
も
の
を
新
官
位
と
し
て
お
く
。

（
２

先
ず
、
支
那
史
料
に
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
辿
っ
て
ふ
る
と
、
「
太
平
御
覧
」

の
如
く
、
後
世
の
史
書
が
旧
官
位
名
・
新
官
位
名
を
併
記
し
て
い
る
。
同
書

は
「
南
史
」
「
北
史
」
を
引
い
て
い
る
が
、
今
、
そ
の
原
典
に
依
る
と
、
即

ち
、
「
南
史
」
捲
壮
馴
鯏
祇
第
新
羅
伝
は
、

梁
普
通
二
年
。
王
姓
募
名
秦
。
始
使
随
百
濟
奉
献
方
物
。
．
…
・
・
其
官
名
有

子
責
旱
支
・
萱
旱
支
・
齊
旱
支
・
謁
旱
支
・
萱
吉
支
・
奇
貝
旱
支
。

と
、
「
北
史
」
篭
鋤
咽
釧
新
羅
伝
は
、

以
階
開
皇
十
四
年
。
遣
使
貢
方
物
。
…
…
其
官
有
十
七
等
。
一
日
伊
罰
千
。

貴
如
相
国
。
次
伊
尺
干
。
次
迎
干
。
次
破
彌
干
。
次
大
阿
尺
千
。
次
阿
尺

干
。
次
乙
吉
干
。
次
沙
咄
干
。
次
及
伏
干
。
次
大
奈
摩
干
。
次
奈
摩
。
次

（
士
力
）

大
全
己
次
小
舎
。
次
吉
士
。
次
大
鳥
。
次
小
鳥
。
次
造
位
。

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

。、ＣＤ－
州
叫
扣
汁

酬
柧
枡

釧
叶
（
細
）
肝

－，
曲
一
列
口
鹸
一
一
五

曲
一
列
向
鹸

ｌ筒曲

ﾛル森

藤瀞瀞

(●〔ｎｔ、、

（
Ⅷ
扣
測
）

酬
和
測

山
江
抓
掛

簿亘曲

寄兀

瀞碑瀞

．
（
３
）

と
説
く
。
「
南
史
」
は
「
梁
書
」
に
従
い
、
「
北
史
」
は
「
階
書
」
を
受
け

て
い
る
。
即
ち
、
旧
官
位
は
南
朝
に
、
他
者
は
北
朝
に
伝
承
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
両
者
が
各
と
朝
貢
を
介
し
て
伝
聞
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
、
単
に
右
の
事
由
の
み
で
は
な
く
、
そ
の
伝
聞
さ
れ
た
官
位
制
が
著

し
く
変
化
し
て
い
た
故
で
Ｊ
も
あ
ろ
う
。
前
者
は
梁
普
通
二
年
（
五
二
一
）
に
、

後
者
は
晴
開
皇
一
四
年
（
真
平
王
一
六
年
．
五
九
四
）
に
懸
け
る
。
故
に
、

両
者
の
間
は
約
七
○
年
の
開
き
が
あ
る
。
尚
、
「
北
史
」
に
示
さ
れ
た
十
七

階
は
職
官
志
上
の
十
七
階
に
一
致
す
る
か
ら
、
真
平
王
代
に
十
七
等
京
位
は

完
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
真
興
王
期
を
拝
み
、
法
興
王
！

真
平
王
期
に
官
位
制
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
疑
い
な
い
が
、
四
碑
の
伝
え
る
官

位
と
「
北
史
」
の
官
位
は
全
く
同
系
統
に
属
す
る
か
ら
、
新
官
位
と
看
倣
す

と
、
旧
官
位
と
新
官
位
の
間
、
約
一
一
一
○
年
の
差
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
三
○

年
間
に
新
官
位
へ
の
転
換
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
そ
の
後
、
真
平
王
代
に

至
る
間
、
逐
次
修
正
を
加
え
て
、
真
平
王
代
に
固
定
し
た
と
も
理
解
さ
れ
よ

う
。
即
ち
、
法
興
王
代
に
始
ま
る
官
位
体
制
は
数
度
の
改
変
を
経
て
、
年
次

を
降
る
に
従
い
、
細
分
さ
れ
て
真
平
壬
代
に
は
十
七
階
（
十
八
階
）
に
定
着

し
て
い
る
。
今
、
こ
れ
を
表
示
す
れ
ば
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

･。tｏ骨

獺
珊
一
覇

汁
一
耐

珊
一
露
呵
研

引
叫
細
川

（
耐
扣
刈
）

鵡
制
川

汁
筒

兀鳶森

+ｌ－Ｈ４ＦＩ－Ｈ

一一一

笘曲勲

冗翌

+ｌ－Ｈ－Ｈ

笘甑曲弁

元汗、

藤誌藤迅

Hosei University Repository



右
表
か
ら
、
法
興
王
ｌ
真
平
王
間
に
於
け
る
京
位
整
備
の
方
向
を
辿
る
こ

と
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
大
角
千
位
が
真
興
壬
期
に
現
わ
れ
る
。
但
「
階

書
」
以
下
で
は
伊
罰
干
を
「
貴
如
相
国
」
と
云
い
、
大
角
千
位
を
載
せ
な

い
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
大
角
千
位
が
他
と
異
り
、
特
殊
階
た
る
こ
と
を
知
る
。

次
に
、
１
１
９
の
部
分
、
即
ち
、
某
十
千
（
旱
支
・
渡
）
階
で
は
、
１
１
３

・
７
．
９
は
法
興
壬
代
官
位
（
旧
官
位
）
の
継
承
で
あ
る
。
５
．
６
は
本
来

旨忌忌崖届后巨巴①。。ョの、←

虫
江
柧
枡

識
扣
測

（
釧
叫
（
和
）
汁
）

法
政
史
学
第
二
十
二
号

叶今汁ツ腓汁渇写

汁
固
瓠;Ｍ＞ロンロロト

Ｎロレロレ計升一Ｈ・+ｌ－Ｈ

罵
響
弔

汁
亘
河
弔

亘
河
弔

い
叶
引

噂
呈
弔

同
完
制

汁
翔
綱
引

訓
彌

汁
伊Ⅱ

ニグ
＃Ⅱ

Ｉ
片

口

（
什
卦
）

汁
加

ニプ
卯

廊
向

蹄÷ＨＰ叶、し汁；Ｍ汁欝写 亘汁鴬

洲蒔 亘博ﾛル

ＥＦ証訓ＨＰ・杏Ⅱし覇覇誌鯨誌瀞誌静

一一一一

一
階
（
阿
波
）
で
あ
っ
た
も
の
が
分
化
し
た
と
解
し
て
大
差
な
か
ろ
う
。
碑

文
に
阿
干
が
見
え
ぬ
が
、
こ
れ
は
従
駕
の
者
に
阿
干
が
居
な
か
っ
た
故
か
、

も
し
く
は
、
欠
落
部
分
に
隠
れ
た
故
で
あ
ろ
う
。
４
．
８
は
各
と
真
平
壬
期

・
真
興
王
期
に
現
わ
れ
る
が
、
京
位
名
成
立
上
の
特
殊
性
と
見
る
よ
り
、
寧

ろ
、
史
料
の
脱
漏
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
略
と
１
１
９
の
所
謂
千
群
位
階
が
、

他
に
先
行
し
て
法
興
王
代
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
梁
書
」

の
旧
官
位
が
全
て
千
群
京
位
た
る
こ
と
特
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次

で
、
真
興
王
代
に
ｍ
ｌ
ｕ
が
、
真
平
王
代
に
巧
’
灯
が
追
加
さ
れ
て
い
る
如

く
で
あ
る
。
総
じ
て
、
史
料
の
不
完
全
さ
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
上
級
位

階
が
下
級
位
階
に
先
行
し
て
成
立
し
て
い
る
。
官
位
制
の
成
立
事
情
を
物
語

る
一
面
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
旧
官
位
と
新
官
位
の
差
異
は
、
年
次
的
に
三
○
年
の
開
き
を
有

し
、
位
階
数
が
六
階
（
九
階
）
と
十
七
階
（
十
八
階
）
で
あ
り
、
そ
の
中
間

（
真
興
王
期
）
に
十
五
階
（
十
六
階
）
を
想
定
せ
し
め
て
い
る
。
然
ら
ば
、

前
節
に
述
ぶ
る
如
く
、
法
興
王
七
年
（
五
二
○
）
の
記
事
に
仮
託
し
て
、
こ

の
旧
官
位
を
認
め
、
官
位
制
成
立
を
容
認
す
る
と
し
て
も
、
暫
く
、
旧
官
位

た
る
千
群
京
位
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。

（
４
）

狐
て
、
「
梁
書
」
に
伝
し
え
る
某
旱
支
の
表
記
は
、
既
に
説
あ
る
如
く
、
正

し
く
は
「
日
本
書
紀
」
に
、

。
◎

微
叱
己
知
波
珍
干
岐

（
神
功
摂
政
前
紀
・
皿
）

。
。

上
臣
伊
叱
夫
禮
智
干
岐

（
継
体
朗
・
４
）

と
ふ
え
る
干
岐
（
Ⅱ
旱
岐
）
【
富
ロ
ー
嵐
で
あ
る
。
「
古
事
記
」
轌
允
恭
天

。
。
◎

皇
殿
に
み
え
る
「
金
波
鎮
漢
紀
武
」
【
宮
ロ
ー
岸
】
ロ
は
最
も
良
く
古
音
を
伝
え

（
５
）

。
。
。
◎

ろ
＄
の
で
あ
ろ
う
。
愛
に
注
意
さ
れ
る
の
は
上
臣
伊
叱
夫
礼
智
干
岐
が
、
周
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知
の
如
く
、
「
三
国
史
記
」
羅
紀
智
証
王
・
真
興
壬
両
紀
に
見
え
、
亦
、
列

（
６
）

伝
を
残
す
異
斯
夫
た
る
点
で
あ
る
。
異
斯
夫
は
、
そ
の
所
伝
の
如
く
、
確
認

さ
れ
る
生
存
年
代
（
五
○
五
’
六
○
己
を
容
認
出
来
ぬ
が
、
略
と
継
体
天

皇
二
一
一
一
年
（
五
二
九
）
前
後
の
実
在
を
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
法
興
王
代
の

人
物
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
身
分
表
示
「
干
岐
」
は
考
慮
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
確
に
「
日
本
書
紀
」
は
、
そ
の
註
記
に
．
本
云
。
伊
叱
夫
禮

知
奈
末
。
」
と
云
う
が
、
亦
、
干
岐
を
王
族
の
称
号
等
に
考
え
る
説
も
あ
る

（
７
）

が
、
一
考
を
要
す
る
。
今
、
干
岐
（
旱
岐
）
史
料
を
「
日
本
書
紀
」
に
求
め

る
と
、
確
実
な
年
代
で
は
、
任
那
関
係
記
事
に
集
中
し
て
現
わ
れ
る
。
最
も

。
。

。
。
（
８
）

一
般
的
に
は
、
「
任
那
旱
岐
等
」
「
諸
旱
岐
」
の
如
く
で
あ
る
が
、
具
体
的

に
は
、
欽
明
天
皇
二
年
四
月
条
の
任
那
再
建
会
同
列
席
者
が
指
摘
さ
れ
る
。

即
ち
、

ノ
。
。
。

ａ
安
羅
次
旱
岐
夷
呑
笑
・
大
不
孫
・
久
取
柔
利
。

ノ
。
ｏ
ｏ

ｂ
加
羅
上
首
位
古
殿
実
。

ノ
。
。

ｃ
卒
麻
旱
岐
。

ノ
ｃ
◎
ノ

．
散
半
笑
旱
岐
兒
。

ノ
。
ｏ
ｏ

ｅ
多
羅
下
旱
岐
夷
他
。

ノ
ｃ
ｏ
ノ

ｆ
斯
二
岐
旱
岐
兒
。

７
．
０
。

ｇ
子
他
旱
岐
。

の
七
ケ
国
人
士
の
会
同
で
あ
る
。
差
に
挙
げ
る
安
羅
以
下
の
国
名
が
任
那
諸

国
の
国
名
た
る
こ
と
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
内
に
旱
岐
・
次
旱

岐
・
下
旱
岐
・
上
首
位
の
身
分
表
示
が
見
え
る
が
、
旱
岐
の
場
合
、
人
名
を

付
し
て
い
な
い
。
即
ち
、
旱
岐
が
某
国
の
特
定
唯
一
人
を
示
す
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
逆
に
、
他
の
身
分
表
示
は
複
数
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

安
羅
の
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
欽
明
天
皇
五
年
二
月
条
に
、
再

度
の
会
同
を
伝
え
る
。
そ
の
参
加
者
は
、

ノ
。
。
◎

イ
安
羅
下
旱
岐
大
不
孫
・
久
取
柔
利
。

ノ
ｏ
。
。

ロ
加
羅
上
首
位
古
殿
笑
。

ノ
。

〈
卒
麻
君
。ノ
。

二
斯
二
実
君
。

ノ
。
ノ

ホ
散
半
実
君
児
。

ノ
（
上
力
）
・
・

へ
多
羅
二
首
位
詑
乾
智
。

ノ
。
ｏ

ト
子
他
旱
岐
。

ノ
。
◎

チ
久
嵯
旱
岐
。

以
上
で
あ
る
。
髪
で
も
。
旱
岐
・
下
旱
岐
・
上
首
位
は
同
じ
く
ふ
え
、
し
か

も
、
人
名
を
付
す
る
の
は
上
首
位
・
下
旱
岐
の
み
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き

は
、
君
の
用
例
で
あ
る
。
即
ち
、
ｃ
・
．
．
ｆ
に
旱
岐
と
あ
る
部
分
が
、
〈

・
ホ
．
一
一
と
、
国
名
対
応
し
て
、
君
に
置
き
代
え
ら
れ
て
い
る
。
君
が
某
国

の
特
定
人
物
を
示
す
こ
と
明
か
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
旱
岐
Ⅱ
君
が
国
主
た

る
一
」
と
疑
問
の
余
地
は
な
か
ろ
う
。
「
日
本
書
紀
」
の
他
の
部
分
に
、

●
。
◎

卓
淳
王
末
錦
旱
岐

（
神
功
妬
・
３
）

●
●
。
◎

加
羅
國
王
已
本
旱
岐

？
田
註
）

。
◎

任
那
王
己
能
末
多
干
岐

（
継
体
朗
・
４
）

と
み
え
る
記
載
が
干
岐
（
旱
岐
）
に
導
か
れ
て
、
国
王
・
王
を
付
記
し
て
い

る
点
、
合
点
さ
れ
よ
う
。

然
ら
ば
、
干
岐
・
旱
岐
、
即
ち
、
〒
【
盲
目
が
君
・
長
の
義
た
る
こ
と
容

認
さ
れ
る
。
次
に
、
上
首
位
は
後
の
機
会
に
期
す
る
と
し
て
、
次
旱
岐
・
下

旱
岐
に
及
ぶ
必
要
が
あ
ろ
う
。
次
旱
岐
が
下
旱
岐
と
同
義
た
る
こ
と
、
前
掲

一一一一一
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法
政
史
学
第
二
十
二
号

史
料
に
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
欽
明
天
皇
二
年
四
月
条
に
、
安
羅
次
旱
岐
三

名
を
挙
げ
、
同
五
年
二
月
条
が
、
同
国
下
旱
岐
二
名
を
挙
げ
る
が
、
両
者

に
同
一
人
物
で
あ
る
大
不
孫
・
久
取
柔
利
が
確
認
さ
れ
る
故
で
あ
る
。
従
っ

て
、
次
旱
岐
Ⅱ
下
旱
岐
と
す
る
と
、
下
旱
岐
は
、
安
羅
・
多
羅
に
見
え
る
か

ら
、
任
那
諸
国
に
は
一
般
的
に
存
在
し
た
称
号
と
ふ
て
よ
い
。
少
く
と
も
、

数
ケ
国
に
あ
っ
た
と
云
え
る
。
し
か
も
、
旱
岐
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
明
白

で
あ
る
。
で
は
、
下
旱
岐
の
下
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
下
・
目
’
巴
は
階

。

層
的
上
・
下
を
示
す
に
止
ま
ら
ず
、
南
・
前
の
義
が
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
階

層
的
上
下
関
係
よ
り
、
地
理
的
、
並
例
的
に
ふ
る
こ
と
普
遍
的
で
は
あ
る
ま

い
か
。
即
ち
、
旱
岐
に
並
ぶ
地
位
身
分
と
し
て
、
下
旱
岐
（
次
旱
岐
）
を
認

め
、
原
義
的
に
は
君
・
長
に
他
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
。
少
く
と
も
、
単
な

（
９
）

ろ
官
職
名
と
は
認
め
難
い
。

以
上
、
欽
明
朝
初
期
（
五
四
○
年
代
）
に
於
け
る
任
那
諸
国
の
身
分
表
示

を
「
日
本
書
紀
」
に
追
究
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
旱
岐
（
干
岐
）
が
君

長
の
意
た
る
こ
と
認
め
得
た
で
あ
ろ
う
。
旱
岐
が
一
国
の
首
長
た
る
こ
と
、

換
言
す
れ
ば
邑
落
の
長
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
新
羅
の
干
岐
Ⅱ
旱
支
Ⅱ
千

に
も
通
じ
よ
う
。
そ
の
事
由
は
、
著
名
な
「
三
国
志
」
魏
書
韓
伝
の
一
文
に

あ
る
。
即
ち
、

弁
辰
。
與
辰
韓
雑
居
。
亦
有
城
郭
。
衣
服
居
虚
與
辰
韓
同
。
言
語
法
俗
相

似
。
…
…

で
あ
る
。
往
古
の
辰
韓
・
弁
辰
が
殆
ど
言
語
・
風
俗
を
一
に
し
て
い
た
こ
と

を
伝
え
る
。
亦
、
「
三
国
遺
事
」
の
駕
洛
国
記
は
職
制
通
ず
る
こ
と
を
伝
え

る
。
即
ち
、

…
取
鶏
林
職
儀
。
置
角
千
・
阿
叱
千
・
級
千
之
秩
。

二
四

（
、
）

と
一
云
う
。
勿
論
、
こ
の
説
明
自
体
に
信
瀝
性
は
無
い
が
、
曾
っ
て
、
原
初
的

職
制
が
共
通
し
た
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
さ
ら
に
一
言
す
れ
ば
、
「
三
国
志
」

魏
書
韓
伝
の
記
述
が
、
辰
韓
・
弁
辰
の
区
分
を
甚
だ
し
く
不
明
確
に
す
る
点

（
ｕ
）

で
あ
る
。
実
質
的
に
は
、
社
会
構
造
は
一
云
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
政
治
組
織
も

大
同
少
異
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
如
き
辰
韓
・
弁
辰
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
後
身
た
る
新
羅
と
任
那
諸

国
の
間
に
、
曾
っ
て
共
通
す
る
政
治
機
構
を
想
定
す
る
こ
と
可
能
で
あ
ろ

う
。
愛
に
問
題
と
す
る
六
世
紀
前
期
に
あ
っ
て
は
、
一
は
既
に
統
一
政
体
の

下
に
原
始
国
家
か
ら
古
代
国
家
へ
脱
皮
し
て
お
り
、
他
は
他
律
的
に
把
握
さ

れ
る
邑
落
国
家
群
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
当
時
に
あ
っ
て
は
両
者
の
政
治

諸
体
制
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
任
那
諸
国
に
、
そ
の
原
初
的
機

構
が
、
よ
り
強
く
残
存
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
亦
、
任
那
諸
国
の
制
度
が
曾

っ
て
の
新
羅
の
残
映
と
み
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
鉄
明
朝
に
見

え
る
旱
岐
は
、
曾
っ
て
、
新
羅
に
も
行
わ
れ
た
身
分
表
示
と
し
て
ょ
か
ろ

。
ｏ

う
。
即
ち
、
伊
叱
夫
礼
干
岐
が
、
》
」
れ
を
伝
え
る
最
後
期
の
も
の
と
み
る
。

。
。

こ
の
新
羅
に
於
け
る
干
岐
が
「
梁
書
」
の
某
旱
支
よ
り
素
型
に
近
い
｝
」
と
云

う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
亦
、
こ
れ
が
官
位
ま
で
組
織
付
け
ら
れ
る
以
前
の
身

分
表
示
た
る
こ
と
説
明
を
要
し
ま
い
。

以
上
の
推
考
に
依
っ
て
、
「
梁
書
」
の
官
位
（
旧
官
位
）
が
新
羅
官
位
制

の
創
草
期
の
も
の
た
る
こ
と
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
法
興
王
七

年
（
五
二
○
）
に
置
い
て
大
過
な
い
。
し
か
も
。
旧
邑
落
の
首
長
を
序
列
付

け
、
新
羅
王
権
の
下
に
組
織
付
け
る
た
め
の
官
位
制
で
あ
っ
た
こ
と
略
と
疑

い
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
が
実
際
に
は
八
階
（
九
階
）
で
あ
っ
た
と
ふ
る
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
官
位
制
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
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旧
辰
韓
領
域
内
の
邑
落
首
長
で
あ
っ
た
し
、
亦
、
そ
の
官
位
名
も
、
こ
の
領

域
内
の
称
を
も
っ
て
当
て
た
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
旧
官
位
成
立
時
の

新
羅
版
図
に
依
っ
て
規
制
さ
れ
る
範
囲
内
に
あ
る
。
尚
、
こ
の
旧
官
位
群
は
、

そ
の
ま
ま
新
京
位
制
の
中
に
、
千
群
京
位
と
し
て
継
承
さ
れ
、
上
級
京
位
を

構
成
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
官
位
制
の
発
達
が
旧
官
位
制
定
目
的
の
延
長

上
に
進
行
し
な
か
っ
た
故
で
あ
る
。
後
節
に
詳
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

籾
て
、
旧
官
位
の
成
立
過
程
は
右
に
諒
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ

の
前
身
を
旱
岐
（
干
岐
）
に
あ
り
と
し
、
邑
落
の
首
長
と
し
た
。
で
は
、
こ

れ
を
新
羅
官
位
に
求
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
旧
官
位
名
を
継
承
し
た
千
群
京

位
九
階
に
つ
い
て
み
て
ゑ
る
。

先
ず
、
千
・
渡
・
旱
支
・
早
岐
・
干
岐
が
同
一
語
義
を
写
し
た
こ
と
は
認

（
肥
）

め
得
た
。
即
ち
、
君
長
で
あ
る
。
次
に
、
１
１
９
を
整
理
し
て
み
る
。

(●ＣＯへ。Ｃ、●１←ＱＤｔＱ凶 則
白
鹸
一
淋
森
引
輔
一
耕
両
弔
戦
一
謙

蝿

鷺導１国汁罵目和恵

鳶叶亘蝉兀涕

瀞騨騨静誌誌静瀞誌

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

周
森
刮

（
森
杣
）

鳶
引

周写

ｏ

汁
亘
両
制

ｏ

画
元
弔刀｡刀。

ｏ

知
刊

.+l－Ｈ

面
Ｈ
Ⅱ
茸

蝉
胴
（
伽
揃
雲
）

耐
郡
Ⅱ
８
円

鳶
Ⅱ
Ⅱ
己
日

Ｃ
Ｏ

右
表
中
、
某
尺
干
と
記
さ
れ
る
Ｊ
も
の
、
職
官
志
上
以
下
の
記
事
を
校
合
す

。

る
し
」
、
五
階
の
京
位
名
に
見
え
る
。
尺
は
、
今
西
龍
氏
に
依
れ
ば
、
「
シ
ナ
」

（
過
）

（
色
・
科
）
と
し
、
口
中
・
階
・
位
と
ゑ
て
い
る
。
だ
が
、
９
級
伐
渡
が
「
昌

（
ｕ
）
。

。
●

寧
碑
」
等
に
及
尺
千
と
見
陰
え
、
「
通
典
」
に
及
伐
千
と
あ
る
か
ら
、
尺
は
伐

に
置
換
す
る
こ
と
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
２
．
５
．
６
．
８
の
四
階

●
。

●
ｏ

の
官
位
名
Ｊ
も
、
某
伐
干
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
１
｜
伐
干
と
共
に
、

●
◎

九
階
中
の
六
京
位
名
が
、
某
伐
干
で
現
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
」
の
中
、

５
．
６
は
前
述
し
た
如
く
、
本
来
は
一
階
（
阿
尺
千
）
が
分
化
し
た
例
で
あ

り
、
１
．
２
兆
）
全
く
同
義
と
な
る
か
ら
、
本
来
は
一
階
か
ら
出
現
し
て
い
る

か
も
知
れ
な
い
。
但
、
こ
の
場
合
、
大
・
（
小
）
へ
の
分
化
と
異
る
か
ら
、

さ
ら
に
古
い
例
（
官
位
制
前
の
分
化
）
か
水
）
知
れ
な
い
。
で
は
、
六
京
位
名

◎

に
認
め
ら
れ
る
伐
は
何
か
。
周
知
の
如
く
、
火
・
夫
里
。
卑
離
と
Ｊ
い
〉
借
字
さ

（
巧
）

ｏ

れ
る
已
閂
で
あ
る
。
次
に
、
４
波
珍
喰
の
場
合
。
珍
は
達
・
等
・
突
の
如
く

（
烟
）

（
灯
）

借
字
さ
れ
る
庁
・
円
で
あ
る
。
亦
、
波
珍
Ⅱ
本
彼
と
す
る
説
ｊ
も
あ
る
。
さ
ら

に
、
「
日
本
書
紀
」
が
、
同
一
人
物
の
身
分
表
示
を
、

◎
ｏ

微
叱
已
知
波
珍
干
岐

（
神
功
摂
政
前
紀
．
、
）

◎

微
叱
許
智
伐
旱

（
神
功
５
．
３
）

と
す
る
か
ら
、
波
珍
は
伐
と
Ｊ
も
解
し
得
る
。
以
上
目
Ｈ
》
８
Ｈ
共
に
聚
落
・

邑
落
を
示
す
か
ら
、
七
階
の
官
位
名
が
邑
落
の
首
長
を
意
味
す
る
こ
と
に
な

キ
．

（
旭
）
◎

ろ
。
次
に
、
７
－
吉
渡
の
吉
（
岸
司
）
は
城
・
今
・
錦
に
通
ず
ろ
。
３
匝
渡

◎

は
、
通
（
尿
：
）
、
蘇
判
の
蘇
（
の
。
）
に
依
り
、
今
西
龍
氏
に
依
れ
ば
、
「
一
一
一

（
四
）

国
志
」
魏
書
韓
伝
の
殺
笑
か
と
す
る
。
と
す
れ
ば
、
両
者
と
Ｊ
も
邑
落
と
無

。
◎

関
係
で
は
な
い
。
即
ち
、
新
羅
官
位
（
千
群
京
位
）
名
は
、
旱
岐
と
同
様
に
、

邑
落
首
長
の
意
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
や
は
り
、
邑
落
首
長
を
対

一

一

五
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象
と
し
た
身
分
制
に
始
ま
る
と
ゑ
て
よ
か
ろ
う
。

註

（
１
）
今
西
龍
「
新
羅
官
位
号
考
」
（
前
掲
書
）
、
末
松
保
和
「
梁
書
新
羅

伝
考
」
（
前
掲
書
）
。

（
２
）
巻
七
八
一
・
四
夷
部
二
・
新
羅
伝
。

（
３
）
巻
八
一
・
列
伝
第
四
六
東
夷
・
新
羅
伝
。

（
４
）
註
（
１
）
参
照
。

（
５
）
丸
山
二
郎
「
辮
雛
古
事
記
」
は
金
（
姓
）
波
鎮
（
爵
位
）
干
岐
（
王

族
称
号
）
武
（
名
）
と
す
る
。
し
か
し
、
姓
名
の
間
に
官
爵
を
入

れ
る
表
記
方
法
は
例
が
な
く
、
武
を
名
と
は
解
し
難
い
。
総
督
府

編
「
朝
鮮
史
」
第
一
編
第
二
巻
に
従
う
。

（
６
）
羅
紀
智
證
王
六
年
二
月
・
同
一
一
一
一
年
六
月
・
真
興
王
二
年
一
一
一
月
・

同
六
年
七
月
・
同
一
一
年
一
一
一
月
・
同
三
一
一
年
九
月
・
巻
四
四
列
伝

四
。
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
日
本
書
紀
」
下
巻
Ｐ
ｕ
参
照
。

（
７
）
奈
末
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
王
族
称
号
に
つ
い
て
は
、
註
（
５
）
。

（
８
）
欽
明
天
皇
二
年
四
月
・
同
五
年
二
月
・
同
六
年
九
月
条
等
。
亦
、

欽
明
天
皇
四
年
一
二
月
条
に
は
「
國
國
旱
岐
等
」
の
如
き
例
あ
り
。

（
９
）
岩
波
古
典
文
学
大
系
「
日
本
書
紀
」
は
上
首
位
・
下
旱
岐
を
官
職

名
の
如
く
解
し
て
い
る
。
下
巻
Ｐ
的
。

（
、
）
こ
の
記
事
は
首
露
王
に
懸
け
ら
れ
、
二
世
紀
頃
の
話
に
な
っ
て
い

る
、
亦
、
官
名
も
新
し
い
記
載
で
あ
る
。
従
っ
て
、
後
世
の
伝
承

説
話
と
見
て
よ
い
。
但
、
「
三
国
史
記
」
羅
紀
婆
娑
王
二
十
一
一
一
年

八
月
条
の
説
話
等
と
共
に
、
往
古
の
新
羅
（
辰
韓
）
と
金
官
国
（
弁

辰
諸
国
）
の
関
係
を
端
的
に
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

法
政
史
学
第
二
十
二
号

前
節
に
旧
官
位
（
千
群
京
位
）
の
成
立
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
旧

官
位
が
真
興
王
代
の
「
昌
寧
碑
」
以
降
に
現
わ
れ
る
新
官
位
と
異
る
点
を
指

摘
し
て
お
い
た
。
そ
の
事
由
は
旧
官
位
が
１
１
９
の
所
謂
千
群
京
位
の
ゑ
に

限
定
さ
れ
て
お
り
、
新
官
位
が
、
以
下
を
含
む
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
ｎ

大
奈
麻
以
下
の
京
位
の
成
立
過
程
を
追
究
し
て
み
る
。

籾
て
、
、
大
奈
麻
ｌ
Ⅳ
造
位
の
八
階
は
、
二
分
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
即
ち
、
ｎ
大
奈
麻
ｌ
ｕ
吉
士
と
巧
大
鳥
ｌ
Ⅳ
造
位
で
あ
る
。
そ
の
根

（
ｕ
）
例
え
ば
、
「
弁
辰
。
亦
十
二
國
。
又
有
諸
別
邑
。
各
有
渠
帥
。
大

老
名
臣
智
。
…
…
次
有
殺
笑
。
次
有
邑
借
。
」
と
云
い
、
辰
韓
・
弁

辰
合
計
二
四
国
を
順
不
同
に
列
記
す
る
如
き
で
あ
る
。
末
松
保
和

「
新
羅
建
国
考
」
は
、
三
韓
区
分
の
具
体
的
な
根
底
は
、
楽
浪
・

帯
方
と
の
直
接
乃
至
間
接
の
、
政
治
的
・
経
済
的
関
係
の
相
違
と

み
て
い
る
（
前
掲
書
Ｐ
Ⅲ
）
。

（
⑫
）
当
表
の
京
位
名
は
「
晴
書
」
「
通
典
」
「
日
本
書
紀
」
「
昌
寧
碑
」

に
よ
る
。

（
週
）
前
掲
論
文
。

（
ｕ
）
巻
一
八
五
・
辺
防
一
・
東
夷
上
・
新
羅
伝
。

（
応
）
三
品
彰
英
「
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
證
」
上
巻
Ｐ
ｕ
参
照
。

（
肥
）
前
間
恭
作
「
三
韓
古
地
名
老
補
正
」
Ｐ
四
参
照
。

（
Ⅳ
）
今
西
龍
前
掲
論
文
。

（
旧
）
〃

尚
、
片
片
は
現
代
朝
鮮
語
で
は
道
の
意
で
あ
る
。

（
四
）
〃

一一一

一〈
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拠
は
前
者
が
諸
史
料
に
確
認
さ
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
が
殆
ど
現
わ
れ
ぬ
こ

と
に
あ
る
。
亦
、
前
者
が
真
興
王
代
の
「
昌
寧
碑
」
以
下
に
見
え
、
後
者
が

「
階
書
」
を
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
者
が
、
法
興
壬
七
年

以
降
、
真
興
王
二
○
年
以
前
に
成
立
し
た
の
に
対
し
、
後
者
が
、
真
興
壬
代

以
後
、
真
平
王
代
以
前
の
或
る
時
期
の
成
立
た
る
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
以

下
に
両
者
を
区
別
し
て
考
察
を
進
め
る
。
先
ず
、
八
階
を
確
認
し
て
お
く
。

前
述
の
如
く
、
右
表
Ａ
群
京
位
は
、
真
興
王
代
に
は
確
実
に
成
立
し
て
い

た
。
而
し
て
、
前
節
に
記
す
る
如
く
。
「
日
本
書
紀
」
継
体
天
皇
紀
は
伊
叱

夫
礼
知
奈
末
を
伝
え
る
。
然
ら
ば
、
Ａ
群
京
位
は
千
群
京
位
と
同
時
期
に
成

立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
に
「
日
本
書
紀
」
の
対
応
年
代
に
は
、
こ
れ
ら

が
確
認
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

。
。
。

ａ
夫
智
奈
麻
魑

（
継
体
配
・
３
）

。
ｏ
ｏ

ｂ
実
奈
麻
禮

（
〃

）
。
。

ｃ
彌
至
己
知
奈
末

（
欽
明
皿
・
９
）

。
。

．
奴
屋
大
舎

（
〃
卯
）

。
。

ｅ
枳
叱
政
奈
末

（
敏
達
８
．
ｍ
）

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

」
』 ￣￣￣再

・。ｔ､、￣●

缶
｜
則
口
的

ロレ汁搬汁

珊

杏ロレ無覇

ﾛ汁

H‐ 嵐
灘寿蔵

グゴ

ロ}+鋪
Ｎ宮

ゴ

ロ|＋
ノ

￣骨一

へ］｡、●１

国
一
列
向
鹸

彫÷汁

口卯ＥＩｉＨ一一卯杏

右
表
の
如
く
、
執
事
省
の
三
・
四
等
官
と
し
て
、
大
舎
・
舎
知
が
確
認
さ
れ

る
。
然
も
、
そ
の
相
当
位
階
は
、
各
と
大
舎
・
舎
知
を
含
む
。
こ
れ
は
単
に

執
事
省
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
一
般
的
に
各
官
司
に
認
め
ら
れ
る
。
所
謂

（
１
）

上
級
官
司
（
某
部
・
某
府
）
は
、
略
と
執
事
省
と
同
一
組
織
で
あ
り
、
大
全
ロ

・
舎
知
も
同
様
に
現
わ
れ
る
。
亦
、
中
・
下
級
官
司
（
某
署
・
某
典
等
）
に

二
七

。
◎

曇
４
１
安
刀
奈
末

（
〃
ｕ
・
、
）

◎
ｏ

ｏ
Ｃ
失
消
奈
末

（
〃
Ⅱ
。
、
）

と
、
法
興
王
、
く
真
興
王
治
世
に
対
応
す
る
年
代
に
継
続
し
て
現
わ
れ
る
。
亦
、

前
掲
し
た
「
三
国
史
記
」
色
服
志
の
冠
制
規
定
は
、

Ｃ
Ｏ

伊
渡
・
匝
渡
。
錦
冠
。
波
珍
浪
・
大
阿
渡
・
衿
荷
。
緋
冠
。
上
堂
・
大
奈

。
◎
◎

麻
・
赤
位
大
舎
。
組
櫻
。

と
載
せ
る
。
こ
れ
に
依
っ
て
、
法
興
王
代
に
は
、
大
奈
麻
・
奈
麻
・
大
舎
等

の
称
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
今
、
職
官
志
を
勘
案

す
れ
ば
、
直
に
京
位
名
と
は
云
い
難
い
。
即
ち
、
Ａ
群
京
位
名
が
官
職
名
と

し
て
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
職
官
志
上
に
列
挙
さ
れ
る
官
司
中
、
一

例
を
示
す
と
、

、し゜汁。揺碁
紐汁

杏。ﾛﾚ･頓率

錘
蝸
鹸
一
］
い
い
一
ｍ
①
『
の
①
］
◎
］
〕
局
］
四
］
』
孟
】
の
】
『

■■■■■■■■

｜̄
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於
い
て
は
、
例
え
ば
、

。
。

○
典
祀
署
。
属
禮
部
。
…
監
一
人
。
：
．
大
舎
一
一
人
。
真
徳
王
五
年
置
。
位

自
舎
知
至
奈
麻
為
之
。

（
マ
、
）

。
。

。
。

○
直
徒
典
。
大
舎
六
人
。
舎
知
八
人
。
史
一
一
十
一
ハ
人
。

。
。

。
。

。
。

○
監
典
。
大
舎
一
一
人
。
舎
知
二
人
。
史
四
人
。
都
官
四
人
。
従
舎
知
一
一
人
。

樂
子
無
定
数
。

の
如
く
確
認
さ
れ
る
。
他
の
Ａ
群
京
位
名
も
特
殊
官
司
に
見
出
し
得
る
。
先

ず
、
大
奈
麻
は
、

。
。
。

○
六
部
少
監
典
。
・
・
・
…
梁
部
・
沙
梁
部
監
郎
各
一
人
。
大
奈
麻
各
一
人
。

大
舎
各
二
人
。
…
…

の
如
く
、
吉
士
の
場
合
は
、
前
述
し
た
如
く
、
異
称
（
瞳
・
稽
知
）
で
は
あ

る
が
、

。

○
兵
部
。
：
…
・
弩
瞳
一
人
。
文
武
王
十
一
年
置
。
景
徳
王
改
為
小
司
兵
。

恵
恭
王
復
故
。
位
與
史
同
。

。

○
大
日
任
典
。
…
…
瞳
六
人
。
景
徳
王
改
為
小
典
事
。
後
復
故
。
位
與
調

。
。

。
Ｃ

Ｏ
ｏ

府
史
同
。
都
事
稽
知
六
人
。
都
謁
稽
知
六
人
。
都
引
稽
知
五
人
。
。
：
…

の
如
き
で
あ
る
。
臆
（
稽
知
）
の
場
合
、
相
当
京
位
を
史
と
同
じ
と
す
る
。

即
ち
、
一
般
的
に
は
史
と
し
て
各
官
司
に
存
在
し
た
官
職
に
他
な
ら
な
い
。

亦
、
大
奈
麻
は
某
署
・
某
典
に
見
え
る
監
（
佐
）
の
相
当
京
位
が
奈
麻
１
大

奈
麻
た
る
点
、
大
舎
等
の
例
が
示
す
如
く
、
官
職
名
と
京
位
名
の
相
互
関
係

（
２
）

を
考
慮
す
る
と
、
監
（
佐
）
に
通
ず
ろ
官
職
名
で
あ
る
。
以
上
、
大
奈
麻
・

吉
士
（
瞳
・
稽
知
）
も
大
舎
・
舎
知
と
同
様
に
一
般
的
に
各
官
司
に
存
在
し

て
い
た
と
云
え
る
。
即
ち
、
景
徳
王
代
前
後
（
八
世
紀
中
葉
）
の
実
情
を
語

る
と
云
わ
れ
る
職
官
志
に
依
っ
て
、
Ａ
群
京
位
名
が
官
職
名
で
あ
っ
た
可
能

法
政
史
学
第
二
十
二
号

二
八

性
が
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
既
に
、
大
奈
麻
・
大
舎
・
舎
知
・
吉
士
（
瞳

・
稽
知
）
の
職
名
・
職
階
は
監
（
佐
）
・
大
舎
・
舎
知
・
史
の
如
く
転
換
し

て
い
る
が
、
古
制
の
残
存
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
は
、
大
奈
麻
・

瞳
（
稽
知
）
を
伝
え
る
官
司
が
、
次
の
如
く
出
て
く
る
点
に
あ
る
。

。

ａ
兵
部
（
弩
瞳
）

◎
。

◎
。

。
ｏ
ｏ

ｂ
大
日
任
典
（
都
事
稽
知
・
都
謁
稽
知
・
都
引
稽
知
・
幟
）

◎
。
。
ｏ

ｃ
－
ハ
部
少
監
典
（
大
奈
麻
・
監
嘘
）

。

．
古
官
家
典
（
瞳
）
。
。
。

ｅ
永
興
寺
成
典
（
大
奈
麻
）

以
上
で
あ
が
、
ｄ
古
官
家
典
（
不
明
）
を
除
く
四
官
司
は
、
性
格
的
に
古
い

官
司
に
属
す
る
。
即
ち
、
ａ
兵
部
は
「
三
国
史
記
」
羅
紀
に
云
う
如
く
、
法

興
壬
四
年
四
月
の
設
置
で
あ
る
。
ｂ
・
ｃ
は
共
に
六
部
に
関
係
あ
る
官
司
で

（
３
）

あ
る
。
大
日
任
典
の
設
置
は
武
烈
王
四
年
（
六
五
七
）
と
新
し
い
が
、
六
部

の
存
在
は
古
く
法
興
王
代
を
湖
る
。
亦
、
真
平
王
一
三
年
（
五
九
一
）
建
碑

の
「
第
三
南
山
新
城
碑
」
に
は
、
「
部
監
」
な
る
六
部
少
監
典
（
六
部
監
典
）

に
関
係
あ
る
と
思
わ
れ
る
官
職
名
を
残
し
て
お
り
、
六
部
少
監
典
は
、
こ
れ

以
前
に
成
立
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
ｅ
永
興
寺
成
典
は
他
の
寺
院
関
係
官

司
に
通
ず
る
。

そ
の
二
は
、
永
興
寺
成
典
を
含
む
寺
院
関
係
官
司
が
伝
え
る
官
司
組
織
で

（
４
）

あ
る
。
今
、
最
も
整
備
さ
れ
た
四
天
王
寺
成
典
を
挙
げ
る
と
、
次
表
の
如
く

で
あ
る
。
（
）
に
示
し
た
の
は
改
名
例
で
あ
る
が
、
相
当
京
位
が
示
す
如

く
、
他
官
司
の
令
以
下
に
対
応
す
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
亦
、
赤
位
・
青
位

は
記
載
方
法
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
一
の
相
当
京
位
に
あ
り
、
他
官
司
の
大

舎
に
通
ず
ろ
。
さ
ら
に
、
前
掲
冠
制
記
事
の
例
が
示
す
如
く
、
赤
位
Ⅱ
赤
位
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（
５
）

大
舎
と
解
さ
れ
、
各
と
赤
位
大
舎
・
青
位
大
舎
の
略
記
と
云
陰
え
る
。
即
ち
、

。
。
Ｃ
Ｏ

差
に
示
め
さ
れ
る
職
階
・
職
名
は
、
衿
荷
臣
・
上
堂
・
赤
位
大
舎
（
青
位
大

舎
）
・
史
と
な
る
が
、
こ
れ
は
前
掲
の
法
興
王
時
制
定
の
冠
制
記
事
に
現
わ

。
。
。
。
。
◎
。
◎

れ
ろ
、
衿
荷
・
上
堂
・
赤
位
大
舎
に
一
致
す
る
。
以
上
の
傍
証
に
依
っ
て
、

最
早
、
こ
れ
ら
官
司
に
残
存
す
る
官
職
名
が
法
興
王
代
以
来
の
古
官
制
に
依

る
こ
と
疑
い
な
い
。
逆
に
、
冠
制
記
事
に
見
え
る
衿
荷
以
下
が
官
位
名
で
な

（
６
）

い
こ
と
Ｊ
も
明
白
で
あ
る
。
今
、
前
掲
の
諸
史
料
を
校
合
し
て
、
法
興
王
代
官

:恥寧鯛
愈杏ｎｂ覇腓田

叶
呵
露
故
一
鈷
脹
則
日
一
価
謡
剖
珊
一
酎
呵
露
鹸

蜥引什爺

沼封

ＥＦＥＦ腓岡

呵
露
的
一
〕
四
四
一
ｍ
①
『
⑭
①
】
○
』
］
］
、
屋
匡
忌
岳
弓

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

（
師
）

↓
汁
咋

（
叶
嚇
）ﾛルロレ汁汁固罵

珊鯨噸

覇ｌ澆
〆■、

〉Ｍ鷺＞卜

汁宮吟尋霊嘉

、ミ〉ｍｌｌｍＨ零総
対）H･針)H・

ググゴゴゴづ

こぐ、吾溢零
麓副

吟 汁師
ゴ

沼 蕾介
／■、／■、

這這し
、-ノ、.ノ

杏ロ》酢

を
復
元
す
る
と
、
略
と
前
表
の
如
く
で
あ
る
。
制

尚
、
衿
荷
臣
の
上
に
、
上
大
等
（
大
等
）
官
が
あ
り
、
匝
浪
以
上
（
紫
衣
。

（
７
）

錦
冠
）
に
対
応
す
る
と
考
瞳
え
ら
れ
る
。
亦
、
他
に
数
種
の
官
職
名
が
考
慮
さ

れ
る
が
、
受
に
は
省
略
す
る
。

籾
て
、
以
上
の
考
察
に
依
っ
て
、
大
奈
麻
・
大
舎
・
舎
知
・
吉
士
は
、
法

興
王
代
に
官
職
名
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
明
か
と
な
っ
た
。
亦
、
奈
麻
も
官

職
名
た
り
得
た
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
Ａ
群
京
位
は
、
本
来
官

職
名
と
し
て
使
用
さ
れ
、
法
興
王
七
年
以
降
、
真
興
王
二
○
年
代
以
前
に
、

整
備
固
定
化
が
進
行
し
、
官
位
名
に
転
換
し
た
と
解
さ
れ
る
。
然
も
、
真
興

王
代
（
五
四
○
年
代
以
後
）
の
可
能
性
が
強
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
Ａ
群
京

位
が
千
群
京
位
と
異
る
次
元
に
成
立
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

官
位
名
の
原
義
を
別
途
に
追
究
し
て
ゑ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

Ａ
群
京
位
名
は
、
一
見
す
れ
ば
判
る
如
く
、
三
分
し
て
理
解
し
得
る
。
即

ち
、
ｎ
大
奈
麻
．
、
奈
麻
、
、
大
舎
・
旧
舎
知
、
ｕ
吉
士
で
あ
る
。
だ
が
、

既
に
研
究
あ
る
如
く
、
奈
麻
（
奈
麻
礼
・
奈
末
・
奈
末
智
）
：
‐
日
日
，
α
・

●
●
●
●
●

舎
知
日
日
‐
体
】
、
と
同
音
写
字
た
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
、
１
週
は
同
一
語

（
８
）

源
日
四
門
‐
α
の
二
重
分
化
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
Ａ
群
京
位
名
は
日
日
‐
α

と
吉
士
宣
Ｈ
‐
：
に
二
分
し
て
説
明
さ
れ
る
。
依
っ
て
、
日
日
‐
α
か
ら
考

察
を
進
め
る
。

先
ず
、
語
尾
α
で
あ
る
が
、
α
（
知
・
智
）
は
全
て
の
京
位
名
に
指
摘

。
（
９
）

Ｃ
Ｏ

（
、
）

さ
れ
る
。
、
．
ｕ
は
奈
末
智
、
、
．
ｍ
は
全
戸
知
、
ｕ
は
別
名
稽
知
に
依
っ
て
、

Ｃ
Ｏ

Ｂ
群
京
位
名
も
、
応
・
肥
は
烏
知
、
ｒ
は
先
沮
知
の
如
く
で
あ
る
。
亦
、
千

群
京
位
名
も
例
外
で
は
な
い
。
即
ち
、
「
日
本
書
紀
」
神
功
皇
后
摂
政
前
紀

。

割
註
が
、
「
新
羅
王
宇
流
助
富
利
智
干
」
と
伝
え
る
如
く
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一

一

九
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「
昌
寧
碑
」
以
下
に
見
え
る
如
く
、
人
名
に
も
付
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

知
・
智
（
ｇ
を
特
に
考
慮
す
る
必
要
は
認
め
な
い
が
、
以
下
、
簡
単
に
述

べ
て
み
る
。
即
ち
、
第
一
の
指
摘
と
し
て
、
千
群
京
位
名
に
は
知
（
智
）
が

消
失
し
て
い
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
下
で
は
後
世
ま
で
残
存
し
た
こ
と
を
挙

げ
得
る
。
こ
れ
は
千
と
知
（
智
）
が
殆
ど
同
儀
に
使
用
さ
れ
た
時
期
が
あ
り
、

千
の
付
加
に
依
っ
て
、
知
（
箸
）
が
省
略
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
し
め
る
。
千

は
君
長
の
意
で
あ
り
、
知
（
智
）
は
尊
称
で
あ
る
が
、
知
（
智
）
も
尊
称
と

な
る
以
前
、
こ
れ
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
髪
で

指
摘
さ
れ
る
の
は
、
「
三
国
志
」
韓
伝
弁
辰
の
記
事
に
あ
る
各
邑
渠
帥
の
－

．
ｏ

称
号
た
る
「
臣
智
」
「
日
本
書
紀
」
崇
神
天
皇
一
ハ
五
年
七
月
条
の
「
蘇
那
局

。
◎

ム
ラ
オ
サ

叱
知
」
で
あ
る
。
即
ち
、
原
義
は
「
村
長
」
「
邑
落
の
首
長
」
で
坐
め
っ
た
ろ

（
、
）

う
。次
に
、
Ｂ
ｍ
Ｈ
で
あ
る
が
、
頭
・
首
・
楓
・
宗
・
棟
・
庁
等
の
義
に
通
ず

ろ
。
従
っ
て
、
家
長
的
・
祭
祀
者
的
性
格
を
有
す
る
者
と
解
さ
れ
る
。
で
は
、

こ
の
日
日
階
層
は
如
何
な
る
機
構
内
に
あ
っ
た
か
。
史
料
性
は
欠
く
が
、

伝
承
説
話
等
に
依
る
し
か
な
い
。
先
ず
、
「
三
国
史
記
」
羅
紀
調
祇
麻
立
干

即
位
紀
に
、
金
大
間
の
説
と
し
て
、

麻
立
者
。
方
言
謂
楓
也
。
概
謂
誠
操
。
准
位
而
置
。
則
王
棡
為
主
。
臣
概

例
於
下
。
因
以
名
之
。

と
、
麻
立
千
号
の
由
来
を
載
せ
る
一
文
が
指
摘
さ
れ
る
。
勿
論
、
こ
れ
は
付

（
、
）

会
の
説
で
あ
っ
て
、
麻
立
千
号
に
つ
い
て
は
説
が
あ
る
。
だ
が
、
愛
に
一
云
う

麻
立
干
が
日
日
千
と
訓
ゑ
得
た
点
は
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

目
胃
階
層
の
首
長
と
し
て
、
金
大
間
は
麻
立
干
Ⅱ
日
日
千
と
説
明
し
た
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
麻
立
千
号
成
立
の
真
否
と
は
別
に
、
王
権
を
支
え
る
階

法
政
史
学
第
二
十
二
号

三
○

層
と
し
て
日
日
を
理
解
す
る
こ
と
可
能
で
あ
ろ
う
。
愛
に
或
る
組
織
体
を

想
定
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
を
直
に
「
新
唐
書
」
蝋
尾
一
一
ｍ
錘
夷

新
羅
伝
に
、

事
必
與
衆
議
。
號
和
白
。
一
人
異
則
罷
。

（
画
）

と
一
云
う
和
白
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
疑
義
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
を
原
初

的
な
組
織
と
し
て
描
く
こ
と
可
能
と
思
う
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
「
三

（
皿
）

国
史
記
」
以
下
に
伝
追
え
る
、
始
祖
赫
居
世
出
現
に
関
す
る
伝
承
で
あ
る
。
即

ち
、
閼
川
岸
上
に
六
村
の
民
を
率
い
て
会
同
す
る
六
村
の
長
達
と
、
こ
れ
を

奨
導
す
る
如
く
描
か
れ
る
高
城
村
長
蘇
伐
公
の
結
合
体
が
想
起
さ
れ
る
。
前

者
を
日
日
階
層
、
後
者
を
日
日
の
首
長
（
祭
祀
集
団
の
長
）
に
比
定
し
、

王
権
の
中
核
組
織
と
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
伝
説
時
代
に
属
す
る
故
、
推
量
の

域
を
出
ぬ
嫌
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
容
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
日
日
は
政
治
的

地
域
集
団
の
主
た
る
塚
部
（
及
梁
部
）
内
に
求
め
得
る
と
思
う
。
何
故
な
ら

ば
、
六
村
は
忠
実
で
も
な
く
、
六
部
の
前
身
で
も
な
い
が
、
及
梁
部
Ⅱ
本
来

の
畷
は
沙
梁
部
（
新
付
の
畷
）
に
対
す
る
地
域
集
団
で
あ
っ
て
、
難
林
国
鳥
‐

の
ご
ロ
同
Ⅱ
辰
韓
斯
盧
国
に
他
な
ら
ず
、
斯
慮
は
、
「
三
国
志
」
魏
書
韓
伝
弁
辰

の
記
事
に
明
示
さ
れ
る
如
く
、
数
個
の
村
落
の
集
合
体
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で

（
巧
）

あ
る
。
但
、
こ
の
日
四
月
組
織
が
職
制
機
構
と
し
て
重
視
さ
れ
る
の
は
、
辰

韓
斯
盧
国
が
新
羅
の
中
に
、
政
治
的
地
域
集
団
（
塚
部
）
と
し
て
自
覚
さ
れ

て
後
、
換
言
す
れ
ば
、
沙
職
部
と
の
二
部
制
が
成
立
し
て
以
後
に
あ
る
で
あ

ろ
う
。
詳
述
し
な
い
が
、
麻
立
千
号
が
四
世
紀
後
期
’
六
世
紀
初
頭
に
懸
け

（
烟
）

（
Ⅳ
）

ら
れ
、
沙
曝
部
の
成
立
も
略
と
四
世
紀
に
求
め
得
る
な
ら
ば
、
日
幽
Ｈ
が
二

重
分
化
し
、
法
興
王
代
に
職
制
と
し
て
整
備
さ
れ
る
過
程
を
設
定
し
得
る
と

考
え
る
。
尚
、
日
日
の
分
化
は
官
位
名
転
換
以
前
に
あ
る
が
、
分
化
の
下
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。
◎

向
性
が
指
摘
し
得
る
如
く
で
あ
ヲ
（
）
。
そ
の
一
は
、
奈
麻
礼
が
音
借
に
対
し
、

ｏ

舎
知
が
訓
借
た
る
点
、
然
，
私
ｂ
、
支
那
官
職
名
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
得
る
こ

（
胆
）

ｏ

と
で
あ
る
。
そ
の
一
一
は
、
大
奈
麻
・
大
舎
が
法
興
王
代
官
制
に
具
体
的
に
指

摘
し
得
る
の
に
対
し
、
奈
麻
・
舎
知
が
具
体
性
を
以
っ
て
確
認
し
得
ず
、
奈

麻
に
至
っ
て
は
京
位
名
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

。

ｕ
吉
士
岸
〕
Ｈ
‐
の
四
に
関
し
て
は
、
縄
に
７
－
吉
渡
と
の
共
通
性
を
挙
げ
得

る
に
過
ぎ
な
い
。
但
、
考
察
の
一
助
と
し
て
、
「
日
本
書
紀
」
に
、

。
。

ａ
難
波
吉
士
一
Ｈ
Ｈ
香
香

（
雄
略
叫
・
４
）

。
ｏ

１
Ｄ
吉
士
老

（
継
体
羽
・
３
）

。
。

ｃ
調
吉
士
伊
企
磯

（
欽
明
別
・
７
）

。
。

．
小
黒
吉
士

（
敏
達
６
．
５
）

カ
パ
ネ

の
如
く
現
わ
れ
る
、
敬
称
（
吉
師
）
か
ら
転
じ
た
姓
吉
士
が
あ
る
。
こ
の
士
口

士
を
称
す
る
も
の
に
一
一
一
流
あ
る
。
Ⅲ
難
波
吉
士
（
難
波
忌
寸
・
難
波
連
）
・

口
調
吉
士
（
調
連
）
．
ｈ
三
宅
吉
士
（
一
一
一
宅
連
）
で
あ
る
。
Ⅲ
難
波
吉
士
は

（
旧
）

単
に
吉
士
と
し
て
Ｊ
も
現
わ
れ
る
が
、
最
皿
も
著
名
で
あ
る
。
「
新
撰
姓
氏
録
」

右
京
諸
蕃
下
は
、
「
難
波
連
。
出
自
高
麗
国
好
太
王
也
。
」
と
云
う
。
半
島
政

（
卯
）

策
に
関
連
し
て
活
動
す
る
。
口
調
圭
口
士
は
、
同
書
左
京
諸
蕃
下
に
「
調
連
。

水
海
運
同
祖
。
百
濟
国
努
理
使
主
之
後
也
。
」
と
あ
る
。
ｈ
一
一
一
宅
吉
士
は
、

同
書
右
京
諸
蕃
下
に
「
三
宅
連
。
新
羅
国
王
子
天
日
桙
命
之
後
也
。
」
と
ふ
え

る
。
そ
の
伝
承
の
可
否
は
別
と
し
て
、
こ
れ
ら
吉
士
を
称
す
る
氏
族
が
半
島

帰
化
系
を
伝
え
る
故
に
、
吉
士
も
半
島
系
の
語
で
あ
り
、
本
来
の
称
号
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
、
難
波
吉
士
（
吉
士
）
が
、
任
那
経
営
に
関
連

し
て
現
わ
れ
る
点
、
加
羅
地
域
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
る
。
今
、
今
西
・
井

（
皿
）

上
両
氏
の
一
示
唆
に
従
え
ば
、
小
村
落
の
首
長
を
一
示
す
如
く
で
あ
る
。
だ
が
、

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
池
）

（
鋼
）

で
あ
る
。
高
句
蝿
の
官
位
名
は
、
時
代
・
諸
書
に
依
っ
て
混
乱
が
あ
る
が
、

。
◎

麦
に
、
第
六
位
烏
拙
・
第
一
一
一
位
仙
人
が
注
意
さ
れ
る
。
前
者
は
「
新
唐
書
」

等
に
は
見
え
ぬ
が
、
．
一
一
国
志
」
魏
書
高
句
麗
伝
の
第
六
位
優
台
で
あ
ろ
う
。

。
。
ｏ

後
者
は
、
前
掲
両
書
に
は
先
人
と
現
わ
れ
る
。
名
と
烏
知
・
先
沮
知
に
対
応

。
。
。
（
型
）

只
溺
）

す
る
如
く
で
あ
る
。
尚
、
造
位
は
、
日
本
の
進
位
・
初
位
、
高
句
麗
の
南
口
位
と

一一一一

。
。

｜
吉
渡
と
吉
士
は
殆
ど
同
義
で
あ
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
定
か
で
な
い
。
吉

キ

岸
一
円
Ⅱ
Ⅱ
城
と
す
れ
ば
、
新
羅
外
に
発
生
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
来
附
の

新
旧
、
Ｊ
も
し
く
は
、
村
邑
の
大
小
に
関
係
あ
る
か
Ｊ
も
知
れ
ぬ
。
以
上
の
如

く
、
吉
士
は
法
興
王
代
以
後
に
官
職
名
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
次

の
Ｂ
群
京
位
名
と
同
様
、
極
め
て
新
し
い
官
位
名
と
見
る
こ
と
Ｊ
も
出
来
る
で

あ
ろ
う
。

籾
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
群
京
位
名
は
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
。
Ｂ
群
京

。
。
。
。
（
理
）

位
名
Ｊ
も
同
じ
く
、
巧
・
肥
（
大
鳥
知
・
小
鳥
知
Ⅱ
Ⅱ
烏
知
）
と
Ⅳ
造
位
に
一
一
分

さ
れ
る
。
だ
が
、
残
念
な
が
ら
具
体
的
に
史
料
に
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
繼

に
、
真
平
王
一
一
一
一
年
建
碑
の
「
第
三
南
山
新
城
碑
」
が
、
築
城
工
人
中
に
、

大
鳥
・
小
鳥
の
京
位
を
伝
え
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
平
王
代
初
期
に

Ｂ
群
京
位
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
新
羅
内
に
由
来
を
求
め
難

い
。
そ
こ
で
、
他
に
求
め
る
と
、
高
句
麗
の
官
位
名
が
指
摘
さ
れ
る
。
今
、

略
と
六
世
紀
後
期
の
も
の
を
伝
え
る
で
あ
ろ
う
、
「
階
書
」
鑑
山
一
銅
薙
高
麗

伝
に
依
る
と
、
次
の
十
一
一
等
が
見
え
る
。
即
ち
、

自自一

÷汁汁
司卸汁

扣

＝＜＝

加醐辻
差飾懸

蝋
※

国＝＝

÷汁汁
寓南汁
雌雌南

雌

富国〆

言蛎諭
＞HｉＵｄＭ

※
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法
政
史
学
第
二
十
二
号

同
じ
く
、
漢
語
そ
の
ま
ま
に
解
し
て
大
過
な
か
ろ
う
。
従
っ
て
、
後
代
の
表

。
。
。

。
◎

記
で
あ
る
。
職
官
志
は
官
位
相
当
を
示
す
に
、
全
て
、
先
沮
知
と
し
、
造
位

を
書
か
な
い
。

以
上
、
、
大
奈
麻
以
下
の
京
位
名
に
考
察
を
加
え
た
が
、
日
日
群
京
位

以
外
は
、
法
興
王
代
以
降
の
各
時
期
に
、
或
い
は
官
職
名
と
し
て
、
或
い
は

官
位
名
と
し
て
吸
収
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
余
り
新
羅
の
身
分
体
系
に
規

制
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
日
群
京
位
名
は
、
新
羅
本
来
の

身
分
制
に
強
い
関
連
性
を
有
し
て
お
り
、
千
群
京
位
名
と
共
に
、
新
羅
官
位

制
に
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
（
未
完
）

（
Ｓ
“
・
７
．
筋
）

註（
１
）
最
も
普
編
的
な
例
と
し
て
、
乗
府
を
挙
げ
る
と
、
令
（
伊
伐
渡
！

。
◎

大
阿
渡
）
・
卿
（
阿
波
ｌ
奈
麻
）
・
大
舎
（
奈
麻
ｌ
舎
知
）
・
舎

知
（
大
舎
ｌ
舎
知
）
・
史
（
大
舎
ｌ
先
沮
知
）
で
あ
る
。

（
２
）
職
官
志
上
典
祀
署
・
彩
典
等
に
艦
が
、
司
正
府
・
左
右
理
方
府
等

仁
佐
が
見
え
る
。

（
３
）
末
松
保
和
「
新
羅
六
部
考
」
（
前
掲
書
Ｐ
〃
ｌ
Ⅲ
）
。
追
記
す
れ

ば
、
大
日
任
典
（
合
典
京
府
）
・
典
邑
署
（
改
典
京
府
）
と
職
官

志
上
に
云
う
。
従
っ
て
、
大
日
任
典
も
六
部
に
関
連
す
る
。

（
４
）
同
組
織
の
官
司
を
列
挙
す
れ
ば
、
上
記
の
他
に
、
奉
聖
寺
成
典
・

感
恩
寺
成
典
・
奉
徳
寺
成
典
・
奉
恩
寺
成
典
・
霊
廟
寺
成
典
が
あ

る
。
寺
院
関
係
以
外
で
は
永
昌
宮
成
典
・
位
和
府
が
あ
る
。

（
５
）
武
田
幸
男
「
新
羅
の
骨
品
体
制
社
会
」
（
「
歴
史
学
研
究
」
川
号

Ｐ
５
ｌ
６
）
参
照
。
尚
、
大
舎
・
舎
知
は
、
多
く
某
大
舎
・
某
舎

一一一一一

知
の
如
き
官
職
名
を
と
る
。

（
６
）
職
官
志
下
諸
軍
官
、
将
軍
条
の
如
く
、
相
当
京
位
を
示
す
為
に
、

Ｃ
Ｏ

官
位
の
如
く
用
い
た
例
が
あ
る
。
「
将
軍
。
・
・
・
…
位
真
骨
上
堂
至

。
。

上
臣
為
之
。
」

（
７
）
上
大
等
（
大
等
）
に
つ
い
て
は
末
松
保
和
「
新
羅
瞳
停
考
」
附
説

．
上
大
等
に
つ
い
て
（
前
掲
書
Ｐ
川
ｌ
棚
）
。
尚
、
後
に
記
す
日
日

組
織
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
お
く
。
四
世
紀
後
期
以
降
、
日
日
系

官
制
の
上
に
大
等
（
高
句
腿
対
慰
）
系
官
職
名
が
追
加
さ
れ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
８
）
末
松
保
和
「
梁
書
新
羅
伝
考
」
（
前
掲
書
）
・
今
西
龍
「
新
羅
官

位
号
考
」
（
前
掲
書
）
・
三
品
彰
英
「
骨
品
制
社
会
」
（
「
古
代

史
講
座
」
七
）

（
９
）
「
日
本
書
紀
」
推
古
天
皇
三
一
年
七
月
条
。

。

（
皿
）
附
記
す
る
と
、
吉
士
そ
の
も
の
も
永
】
を
含
ん
で
い
る
。
吉
士
Ⅱ
吉

。
。

之
Ⅱ
吉
次
に
依
る
。

（
、
）
本
文
の
如
き
表
示
の
他
に
、
夫
智
（
夫
知
）
（
「
昌
寧
碑
」
・
「
黄

草
嶺
碑
」
他
）
・
次
（
「
南
山
新
城
碑
」
等
）
・
之
（
同
）
が
あ

る
。
三
品
彰
英
「
『
日
本
書
紀
』
朝
鮮
関
係
記
事
考
証
」
上
巻
Ｐ

ｎ
ｌ
⑬
、
参
照
。

（
⑫
）
末
松
保
和
「
新
羅
上
古
世
系
考
」
（
前
掲
書
Ｐ
ｕ
ｌ
舵
）
。
尚
、

麻
立
干
を
日
日
千
と
し
、
和
白
に
結
び
付
け
て
説
明
す
る
の
は
、

三
品
彰
英
「
麻
立
干
の
原
義
を
た
づ
ね
て
」
（
「
朝
鮮
学
報
」
咀

輯
）
で
あ
る
。

（
週
）
他
に
和
白
史
料
と
し
て
著
名
な
の
は
「
三
国
遺
事
」
塞
真
徳
王
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（
四
）
例
え
ば
、
「
日
本
書
紀
」
白
雄
四
年
五
月
条
。

（
別
）
「
日
本
醤
紀
」
崇
峻
天
皇
四
年
十
一
月
条
・
推
古
天
皇
五
年
十
一

月
条
・
同
三
十
一
年
是
歳
条
等
。

（
Ⅲ
）
今
西
龍
「
新
羅
官
位
号
考
」
Ｑ

新
羅
官
位
制
度
（
上
）
（
三
洲

条
。

（
ｕ
）
「
一
一
一
国
史
記
」
羅
紀
始
祖
即
位
紀
。
「
三
国
遺
事
」
巻
一
新
羅
始

祖
条
。

（
巧
）
六
部
に
つ
い
て
は
、
末
松
保
和
「
新
羅
六
部
老
」
（
前
掲
書
）
参

照
。

（
略
）
「
三
国
史
記
」
は
調
祇
ｌ
智
証
に
、
「
一
一
一
国
道
事
」
は
奈
勿
ｌ
智

證
に
麻
立
千
号
を
附
す
。
尚
、
王
号
四
極
中
、
尼
師
今
、
麻
立
千

は
史
実
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
併
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
Ⅳ
）
末
松
保
和
氏
は
沙
唆
部
、
即
ち
、
沙
伐
国
（
尚
州
）
の
服
属
を
、

三
七
七
年
の
前
奏
へ
の
朝
貢
・
楽
浪
・
帯
方
一
一
郡
の
滅
亡
を
考
慮

し
て
、
四
世
紀
に
求
め
て
い
る
。
（
前
掲
書
）

。

（
肥
）
支
那
で
は
、
秦
代
に
舎
人
が
あ
っ
た
と
云
い
（
「
事
物
紀
原
）
」
、

。
◎

晴
・
唐
代
に
は
中
書
省
等
に
、
舎
人
・
某
舎
人
の
如
き
官
職
が
見

え
る
が
（
「
杜
氏
通
典
」
巻
二
一
職
官
・
中
書
省
項
等
）
、
「
階
書
」

巻
二
六
・
志
第
一
一
一
・
百
官
上
は
「
梁
武
受
命
之
初
。
官
班
多
同
宋
◎

齊
之
葛
。
」
と
云
い
、
「
・
・
・
置
官
属
。
有
長
史
。
…
行
参
軍
。
舎

人
等
…
」
と
記
す
。
亦
、
「
三
国
史
記
」
は
巻
四
八
実
岩
伝
の
加

◎
。

。
。

◎

き
、
真
平
王
代
に
上
舎
人
・
下
舎
人
の
職
名
を
伝
え
る
。
》
」
の
舎

人
に
官
職
名
へ
の
影
響
あ
り
と
見
る
。
尚
、
日
‐
日
日
の
目
は
、

生
・
出
を
意
味
す
る
。

」
（
前
掲
書
）

（
三
池
）

・
井
上
秀
雄
「
新
羅
政

治
体
制
の
変
遷
過
程
」
（
「
古
代
史
講
座
」
四
Ｐ
川
）
参
照
。

（
理
）
烏
知
が
大
鳥
・
小
鳥
に
分
化
し
た
こ
と
は
、
「
三
国
史
記
」
職
官

志
下
高
句
麗
人
位
条
に
よ
っ
て
も
窺
え
る
。

（
羽
）
髪
に
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
「
三
国
志
」
魏
誓
高
句
麗
伝
・

「
晴
書
」
高
麗
伝
・
「
新
唐
書
」
高
麗
伝
・
「
翰
苑
」
所
引
「
高

麗
記
」
を
挙
げ
て
お
く
。

（
皿
）
「
日
本
書
紀
」
天
武
天
皇
十
四
年
正
月
条
・
「
令
義
解
」
官
位
令
。

（
妬
）
「
三
国
史
記
」
職
官
志
下
。
尚
、
自
位
は
他
に
見
え
な
い
。
高
句

麗
に
於
い
て
も
、
新
し
い
官
位
名
で
あ
ろ
う
。
同
書
に
よ
れ
ば
、

第
九
先
人
・
第
十
自
位
で
あ
る
。

「
追
記
」
卿
の
相
当
京
位
に
つ
い
て
。
職
官
志
は
各
官
司
の
卿
の
相
当
京

位
を
、
殆
ど
兵
部
大
監
に
同
じ
と
す
る
。
然
る
に
、
兵
部
大
監
の
相

当
京
位
は
「
位
自
□
□
至
阿
没
為
之
。
」
と
、
判
読
出
来
な
い
。
村

上
四
郎
「
新
羅
職
官
表
」
（
「
和
歌
山
大
学
六
芸
学
部
紀
要
」
所
収
）

は
欠
字
部
分
を
一
吉
渡
と
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
、
大
官
大
監
・
隊

大
監
（
武
官
）
の
相
当
京
位
（
奈
麻
ｌ
阿
波
）
・
執
筆
省
侍
郎
・
四

天
王
寺
成
典
上
堂
の
相
当
京
位
（
奈
麻
ｌ
阿
波
）
に
よ
り
、
奈
麻
に

当
て
る
。
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一

一

一
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